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７
月
は
、
墜
落
防
止
強
調
月
間
で
す
。

 
 

 

～
作
業
場
所
の
リ
ス
ク
を
低
減
し
ま
し
ょ
う
～ 

 

暑
い
日
が
続
き
ま
す
が
体
調
管
理
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
？  

「
墜
落
・
転
落
」
に
よ
る
労
働
災
害
は
、

建
設
業
、
運
輸
業
を
中
心
に
各
業
種
を
通

じ
て
多
発
す
る
と
と
も
に
、
他
の
労
働
災

害
に
比
べ
て
被
災
に
よ
る
重
篤
度
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
三
重
労
働

局
・
各
労
働
基
準
監
督
署
で
は
、
７
月
と

12
月
を
「
墜
落
災
害
防
止
強
調
月
間
」
と

定
め
、
墜
落
災
害
防
止
の
取
組
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
各
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
作

業
場
所
の
墜
落
に
よ
る
リ
ス
ク
の
低
減
を

図
り
ま
し
ょ
う
。 

 

  

  

○
足
場
や
作
業
床
等
か
ら
の

墜
落
防
止 

✔
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト 

□
①
足
場
設
置
の
た
め
の
幅
が
１
ｍ
以
上

確
保
で
き
る
箇
所
に
は
、
本
足
場
を
使
用 

□
②
足
場
に
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
手
す

り
、
中
さ
ん
等
を
設
置 

□
③
足
場
に
は
、「
よ
り
安
全
な
措
置
」
に

基
づ
き
、
上
さ
ん
や
幅
木
な
ど
を
設
置  

□
④
作
業
床
の
端
、
開
口
部
に
は
、
囲
い
、

手
す
り
、
覆
い
等
を
設
置 

□
⑤
墜
落
制
止
用
器
具
は
、
フ
ル
ハ
ー
ネ

ス
型
安
全
帯
等
高
さ
に
応
じ
た
物
を
使
用 

□
⑥
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
す
る
た
め

の
親
綱
を
必
要
に
応
じ
て
設
置 

□
⑦
足
場
の
点
検
者
を
指
名
し
、
床
材
や

手
す
り
等
の
点
検
・
補
修
を
行
い
、
氏
名
と

結
果
を
保
存 

□
⑧
組
立
・
解
体
の
作
業
手
順
を
周
知 

 

全
国
安
全
週
間
が
実
施
さ

れ
ま
し
た
。 

～
７
月
１
日
か
ら
７
月
７
日
ま
で
～ 

 
 

 

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

松
阪
労
働
基
準
監
督
署
で
は
、
７
月
１

日
に
松
阪
労
働
基
準
協
会
と
合
同
で
、

管
内
の
事
業
場
の
巡
回
広
報
を
実
施
し

ま
し
た
。 

 

本
年
は
、「
ト
ラ
イ
ス
株
式
会
社
」
と

「
株
式
会
社
オ
オ
コ
ー
チ
」
を
訪
問
し
、

労
働
災
害
の
発
生
状
況
や
安
全
衛
生
活

動
等
の
事
例
発
表
が
行
わ
れ
、
積
極
的

な
意
見
交
換
等
有
益
な
時
間
と
な
り
ま

し
た
。 

     

 

    

□
⑨
新
規
入
場
者
教
育
等
必
要
な
安
全
衛

生
教
育
を
実
施 

    

○
は
し
ご
・
脚
立
等
か
ら
墜

落
防
止 

✔
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト 

□
①
は
し
ご
の
上
部
・
下
部
を
固
定
す
る
。

※(

固
定
で
き
な
い
時
は
、
他
者
が
支
え
る)  

□
②
は
し
ご
の
上
端
を
上
端
床
か
ら
６０

ｃ
ｍ
以
上
突
出
さ
せ
る
。  

□
③
は
し
ご
の
立
て
掛
け
角
度
を
７５
度

程
度
確
保
す
る
。  

□
④
は
し
ご
、
脚
立
か
ら
身
体
を
乗
り
出

さ
な
い
。  

□
⑤
は
し
ご
、
脚
立
の
昇
降
時
に
は
手
に

荷
物
を
持
た
な
い
。  

□
⑥
脚
立
の
天
板
に
乗
っ
て
作
業
を
し
な

い
。  

□
⑦
移
動
中
、
足
元
の
確
認
を
徹
底
さ
せ
、

踏
み
外
し
を
防
止
す
る
。  

□
⑧
階
段
付
近
は
十
分
な
明
る
さ
を
確
保

し
、
足
元
が
見
え
る
状
態
で
昇
降
す
る
。 

 

な
お
、
ご
紹
介
し
た
の
は
一
例
で
す
。
各

項
目
以
外
で
あ
っ
て
も
、
必
要
な
事
項
が

あ
れ
ば
、
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
加
え
て
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。 

あわてず まつぞう 

まつさか まもる 

足場の点検

表はこちら 

リーフレット

はこちら 



 

  

 

                              

                             

                              

第
４
回
「
は
た
ら
く
人
」
の 

イ
ラ
ス
ト
大
募
集
♬ 

 
 イ

ラ
ス
ト
を
見(

み)

た
ひ
と
（
「
は
た
ら
く
ひ
と
」
）
が
、

今
日
も
ケ
ガ
な
く
一
日
安
全
に
働
こ
う
と
思
え
る
イ

ラ
ス
ト
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

 

応
募
資
格 

以
下
の
い
ず
れ
の
条
件
も
満
た
す
方 

ア 

未
就
学
児
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

ア
の
保
護
者
の
勤
務
先
事
業
場
が
松
阪
市
又

は
多
気
郡
に
あ
り
、
勤
務
先
事
業
場
が
本
コ
ン
テ

ス
ト
へ
の
応
募
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
（
勤
務
先

事
業
場
が
下
記
各
協
会
の
非
会
員
で
も
可
）
。 

【
応
募
締
切
】 

令
和
６
年
９
月
６
日
（
金
）
必
着 

【
応
募
先
】
松
阪
労
働
基
準
協
会 

〒
五
一
五
—
〇
八
一
四 

松
阪
市
久
保
田
町
一
七

三
—
八 

受
付
時
間
：
平
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で 

第３回「はたらくひと」応募イラスト紹介 
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令和６年 令和５年

アンダー240目安線

アンダー２４０

▶身近な「はたらくひと」に「今日も一日安全に働こう」と思わせるイラスト（共催：松阪労働基準協会、建設業労働災害防止協会三重県支部松阪分

会、林業・木材製造業労働災害防止協会三重県支部松阪分会）を、松阪・多気地区の未就学児から募集し、多数のご応募をいただきました。松阪安衛

月報では、応募作品を紹介しています。 

応募要項の詳細、応募用紙のダウンロード

は、三重労働局ホームページ「松阪労働基

準監督署からのお知らせ」 

詳細はこちら⇒ 

機
械
災
害
防
止
、
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
研
修
会
の
開
催 

 
 

 

動
力
機
械
及
び
コ
ン
ベ
ア
等
を
起
因
物
と
す
る
「
は

さ
ま
れ
・
巻
き
込
ま
れ
」
、「
切
れ
・
こ
す
れ
」
に
よ
る

災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を

実
施
す
る
た
め
の
演
習
を
中
心
と
し
た
研
修
会
を
開

催
致
し
ま
す 

日
時 

令
和
６
年
８
月
27
日
（
火
）
午
後
１
時
30

分
～
午
後
４
時
30
分 

場
所 

松
阪
合
同
庁
舎
１
階
大
会
議
室
（
松
阪
市

高
町
四
九
三
—
六
） 

申
し
込
み
は
こ
ち
ら
→ 

 


